広報推進委員会　規則

制　定　平成２１年２月１８日

（趣　旨）
第１条　広報推進委員会規則（以下「本規則」という）は、財団法人骨髄移植推進財団委員会規程（以下「委員会規程」という）第１６条の規定に基づき、広報推進委員会（以下「本委員会」という）の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（委　員）

第２条　本委員会の委員は、理事長が必要と認めた有識者に、理事長が委嘱を行う。
（定　数）

第３条　本委員会の定数は１０名以内とする。

（委員長等）

第４条　本委員会の委員長は理事長が指名し、副委員長は委員長が指名する。
　２　委員長は本委員会を主宰し、議事の円滑な進行に努める。また、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

（任　期）

第５条　委員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。
　２　欠員補充または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
（所掌業務）
第６条　本委員会は、委員会規程第４条の規定による権能の範囲内において、理事長の諮問を受けた次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を理事長に答申する。

　　（１）骨髄提供希望者を募集するための施策に関する事項

（２）骨髄提供希望者の提供意思を維持するための施策に関する事項

（３）寄付等の募集に関する事項

（４）法人または個人等が本財団の事業の趣旨に賛同して行う、普及啓発事業との協力関係に関する事項

（５）骨髄バンクに関する広報資料等の企画立案に関する事項

（６）その他骨髄バンク事業の普及啓発並びに広報に関する事項

（開　催）

第７条　本委員会の定足数は原則として定めない。但し、表決を必要とする事項があるときは、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
（議　決）

第８条　本委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

（議事録等）
第９条　委員長は、事務局に議事録を作成させなければならない。
　２　本委員会は原則として公開とする。但し、情報管理等の必要がある場合には非公開とすることができる。
（費用の支弁）

第１０条　本委員会に出席した委員等には、財団旅費規程等に基づき費用を支弁する。
（準　用）
第１１条　委員会規程第２条第２項の規定に基づき設置する部会等の運営に当たっては、同規程第１２条第２項及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会等」と、「委員長」とあるのは「部会等の長」と読み替えるものとする。

（規則の変更）

第１２条　この規則は、理事長の承認を得て変更することができる。
（細　則）
第１３条　本規則に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は理事長が定める。

　　附　則

　この規則は、平成２１年２月１８日から実施する。

